
 

 

作成日：令和７年３月２４日 

作成者：島本まゆみ（目標工賃達成指導員）                       

  令和７年度 工賃向上計画書 

事業所（施設）名 小田原第２アシスト 事業種別 就労継続B型事業 

平均工賃の推移 

前々年度（令和５年度）実績 前年度（令和６年度）実績 

期 上半期 下半期 通期 期 上半期 下半期 通期 

月額 15,730 18,998 17,359 月額 16,371 24,040 20,120 

時間額 173 199 186 時間額 163 227 195 

平均工賃の目標 

今年度（令和７年度）目標   令和７年度以降の目標 

期 上半期 下半期 通期 期 令和８年    令和９年 

月額 16,862 24,761 20,724 月額 21,346 21,986 

前々年度と比較 

した前年度の工 

賃支給状況 

支払総額 （〇）増加傾向 （ ）横ばい傾向 （ ）減少傾向 

延べ工賃支払対象者 （ ）増加傾向 （ ）横ばい傾向 （〇）減少傾向 

延べ勤務時間数 （ ）増加傾向 （ ）横ばい傾向 （〇）減少傾向 

平均 

工賃 

月額 （〇）増加傾向 （ ）横ばい傾向 （ ）減少傾向 

時間額 （〇）増加傾向 （ ）横ばい傾向 （ ）減少傾向 

前年度の作業種 

目及び収入実績 

作業種目 
前年度収

入額 
割合 傾向 

自動車部品 2,688千円 55％ 微増している 

内職作業 1,711千円 35％ 微減している 

施設外作業 223千円 5％ 増加している 

農福連携 145千円 3％ 増加している 

水福連携 105千円 2％ 新規 

他（     ） 千円 ％  

合計 4,872千円 100％ 増加している 

前年度に工賃向 

上に効果を上げ 

た具体的な事項 

・自動車部品においては、作業量が横ばいであったが本田技研工業（株）様の部品単価の 

上昇を受け、（株）研進様も昨年に引き続き見直して頂き、収益増加に繋がった。 

・神奈川セルプセンター様からの依頼で、駐車場清掃や小田原城内清掃などの新規の 

作業を請け負った事で、収益増加に繋がっている。 

工賃向上のために 

クリアしなければ 

ならない課題事項 

（複数回答可） 

（ ）販売品に魅力がない （ ）販売品種が少ない 

（ ）販売先が限られている （ ）立地条件が悪い 

（〇）受注単価が安い （〇）多量の注文が受けられない 

（ ）他事業所とのネットワークがない 

（〇）職員の作業負荷増大 （〇）利用者の作業負荷増大 

（ ）職員のコンセンサス （ ）利用者特性 

（ ）その他（                          ） 

計画している 

改善策 

（複数回答可） 

（ ）品質の向上 （ ）販路開拓 （ ）新商品開発 

（ ）他事業所とのネットワーク化 （ ）内部努力 

（ ）作業種目の見直し   （ ）職員の意識啓発 

（ ）神奈川県工賃向上支援事業への積極的な参加 

（〇）その他（農業、水産業の分野の可能性を増やしていく） 

工賃向上のために 

各年度に取り組む 

具体的方策 

 

令和６年度： 

既存取引先に対して価格の見直しの依頼、新規作業（農業・水産業）への開拓 

令和７年度： 

農業・水産業分野の継続的な取り組み及び新たな取り組みの模索 

令和８年度： 

農業・水産業分野において定着した作業請負、現状を維持しながら更なる展開へ 



 

 

 

「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針（令和６年３月 29日付け障発 0329 第 42号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）（抜粋）  

 

３．各事業所における取組 
（３） 「事業所工賃向上計画」の作成 

ア 「事業所工賃向上計画」に盛り込む事項 
（ア）令和８年度までの各年度の目標工賃月額 

令和６年度から、前年度の平均工賃月額の算定方法について、以下のとおり見直されている点に
留意すること。 
① 前年度における工賃支払総額を算出 
② 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

③ 前年度における工賃支払総額（①）÷前年度における開所日１日当たりの平 
均利用者数（②）÷12 月により、１人当たり平均工賃月額を算出 

（イ）令和８年度までの各年度に取り組む具体的方策 
（ウ）その他の事項 
 
イ 「事業所工賃向上計画」の作成に当たっての留意事項 
（ア）事業所の現状分析 

目標達成に向けた取組を進めるために、指導員等の取組のみならず管理者が率先して取り組むこ
とが重要であることから、管理者が目標達成に向けた具体的な取組のプロセスを記載した工程表な
どを作成し、事業所の全職員、利用者及び家族に示し理解を得て進めることが必要である。その上
で、目標工賃を達成するための年次予算計画を職員全体で検討する。その際、目標工賃達成指導員
は、施設内の活動にとどまらず、地元企業や共同受注窓口、経営者団体等との協働による商品開発
や販売戦略、生産性の向上や販路拡大、農業分野、IT 分野等の新たな生産活動分野の開拓など、
利用者の工賃向上のために積極的に工賃向上の取組を推進していくこと。 
また、適切なアセスメントにより作成された個別支援計画に基づいた支援を通じて全ての利用者

の就労に必要な知識及び能力の向上を図っていくことが重要であることから、利用者の就労意欲の
向上と就労を通じた自立を一層促進するための課題の整理を行うこと。 

（イ）目標工賃の設定において勘案する事項 
令和６年度から令和８年度までにおける目標工賃については、以下の項目を勘案して設定するこ

とが望ましい。また、取組状況の点検、評価に資するよう、各年度における目標工賃も設定するこ
ととする。なお、工賃目標については前年度以上とする。 
ａ 各事業所の令和５年度の平均工賃実績 
ｂ 地域の実情を踏まえ、障害年金と合算して、障害者が地域で自立した生活を実現できるため必
要な収入 

ｃ 地域の最低賃金や一般雇用されている障害者の賃金の状況 
ｄ 各都道府県の目標工賃 

（ウ）各年度に取り組む具体的方策 
事業所工賃向上計画には、各年度に取り組む具体的方策を盛り込むこと。 

ａ 目標工賃は、各事業所が取り組むことによってはじめて達成されるものであり、管理者、職員、
利用者が工賃向上に取り組む意義を十分理解し、価値観を共有できるよう、管理者の責任におい
て、機会を捉えて事業所内の意識改革に取り組むこと。 

ｂ 工賃向上を効果的に進める上で、民間企業の有するノウハウや技術を活用することが有効であ
ると考えられることから、コンサルタントや企業ＯＢを積極的に受け入れ、職員等の意識改革、
商品開発や市場開拓、作業効率の向上につながる職場環境の改善、民間企業の経営感覚を身につ
ける等の取組を着実に進めること。 

ｃ 同じ地域の事業所が共同して共同受注の仕組みを構築すること等、地域の事業者ネットワーク
による事業も実施することも可能であること。 

ｄ 企業等から請け負った作業を当該企業内等で行う支援（以下「施設外就労」という。）は、就労
能力や工賃・賃金の向上及び一般就労への移行に効果的であることから、地域の人手不足感のあ
る企業等の施設外就労先を確保することにより、工賃向上及び一般就労への移行に努めるなど、
引き続き施設外就労の実施を検討すること。 

ｅ 在宅でのサービス利用を希望する者であって在宅でのサービス利用による支援効果が認められ
ると市町村が判断した利用者（以下「在宅利用者」という。）に対して一定の要件を満たした上
で、支援を提供した場合に基本報酬の算定が可能であることから、障害者の工賃向上や多様な働
き方を支援していくため、在宅利用者に対する支援も検討すること。ｆ 工賃の向上に当たって
は、地域の実情を把握している共同受注窓口との連携や産業界等の協力を得ながら進めることが
重要であるため、地域の企業や商工会議所、商店街、農業事業者、伝統産業、労働関係者等との
連携を検討すること。また、個別の企業への働きかけについても具体的に目標を掲げて取り組む
ことも検討すること。 

ｇ 都道府県等が実施する研修会へ参加すること。 
ｈ 市町村と連携し、市町村の取組及び地域課題を把握したうえで、その解決に向けた事業に取り
組むことも検討すること。 


